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． 録音反訳方式を利用する上での留意事項について（事務連絡)

録音反訳方式を利用した供述録取事務（以下「録音反訳事務」 と･いう｡ ）は，反

訳原稿の作成を外部の録音反訳業者（以下「業者jという。 ）に委託して行ってい

るところ， これらは全て業者との間で年度ごとに締結される録音反訳業務委託契約．

（以下｢契約｣という。 ）に基づいて行われています｡そのため，録音反訳事務を

担当する裁判所書記官又はこれを補助する裁判所事務官(以下「書記官等」とい

う。 ）は,.通達（平成.10年3．月20日付け総務局長通達「録音反訳方式に関する

事務の運用について」 ）はもちろんのこと，契約内容も意識した上で， これらに沿

った適正な事務を遂行する必要があります。

そこで，平成31年度の録音反訳事務を行う上で特に留意していただきたい事項

等について別紙のとおり取りまとめま.したので，実際に事務を行う書記官等に対し

周知していただくようお願いいたします。

なお，今年度，業者との間で締結している契約書(職員が執務を行う上で必要と
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思われる部分を抜粋しており，特に留意してもらいたい部分については，強調表示

しています。 ）を添付しますので参考にしてください｡

また，平成30年10月31日付け当職事務連絡「録音反訳方式に関する事務の

変更点等について」でお知らせしたとおり，平成31．年4月1日以降に依頼する録

音反訳方式の事務処理が変更となっ‘ておりますので，各庁の実情に応じた事務処理

態勢に基づき，録音反訳方式に関する事務が適正に行われるようお取り計らいくだ

グ

さい。

おって，簡易裁判所には，所管の地方裁判所から連絡してください。
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(別紙）

録音反訳方式を利用する上での留意事項
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算定する時間の違い力坂訳料金の違いに直接影響を及ぼす二とになるから,正確な算定(尋問
時間を秒単位で計測し,合計時間から1分未満は切り捨て)を行う。 ． ．
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対等な立場における公正な契約という観点から,項番号,書き出しの字下げの文字数や頁数の
開始番号等,仕様書に記載のない様式や書式設定に係る事項を指示したりjA区分を利用する
際に,仕様書上,10日以内とされているにもかかわらず,業者に5日以内に反訳初稿を裁判所に
提出するように依頼する等,仕様書で定められた業者の作業時間を確保せず反訳初稿の提出期
限を短縮するよう業者に依頼したりすることはしない。
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録音反訳方式は,逐語調書を作成するために用いるものであるため,前提として,逐語調書を
作成する必要性等について,裁判官との間で認識を共通にしておく。
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発注区分としてB区分,C区分又はD区分を選択するにあたっては,調醤の作成期限,裁判所と
業者間の録音媒体等の運送に要する時間,書記官の校正に要する時間調書作成までの間の
裁判所の休日の入り方等を考慮し,裁判官との間で調書作成期限に関する認識を共通にした上
で適切に行う。
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反訳初稿等の提出を受けた各庁は,修正を求める必要がなければ,契約で定められた期限内
に反訳初稿又は修正稿の修正を要じない通知(いわゆる完成通知)をする必要があるため,書記
官は,検査職員(訟廷管理官,庶務課長等,各庁で指定された者)に対し,同人が指定する期限
までに‘完成通知の可否について報告し,検査職員は,期限内に業者に対して完成通知を行う。



平成31年度録音反訳業務の契約書（抜粋）

（業務の名称，期間等）

第1条業務の名称，期間，納期･契約単価，予定総額予定時間,､履行場所及び納入場
所は，次のとおりとする。

． （1） 名 称録音反訳業務 ．

（2）期 間平成31年4月1．日から平成32年3月31日まで
．(3)．納 期仕様書のとおり

（4） 契約単価別表のとおり （添付省略）

(5)ないし(7) 省略

（8）納入場所業務実施庁が指定する場所

（契約保証金）

第2．条受注者は，契約保証金の納付を要しないもの･とする。
● g

（業務内容） ． ・ ・

第3条受注者は，仕様書に従い業務を遂行するものとする。
（権利譲渡の禁止）

第4条省略

（下請等の制限）

第5条受注者は，業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，
仕様書第7の’のとおり，受注者の事業所内における校正の対象となる反訳草稿の作成
業務に限り，あらかじめ書面により発注者の承諾を得た第三者に委託し，又は請け負わ
せること.ができる。

（秘密の保持義務等） ． ・ ・

第6条受注者は，本業務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らし，又は本業務の履行以
外の目的に使用してはならない。

（契約義務の履行） ．

第7条．本契約の履行に当たり，受注者は，使用人を適正に配置して指導監督を行い，発
注者又は業務実施庁の発注の趣旨に従って誠実かつ善良なる管理者の注意をもって本業．
・務を処理しなければならない。

（校正） ．

第8条発注者は，本業務の給付の完了を確認することを目的として，受注者に対する必
要な検査を行うため，業務実施庁の指定する職員（以下「検査職員」という。 ）をして，
本業務の検査を行わせることができる｡．
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2 ‐歴 訳例一の ロロ

その結果を，反訳初稿の提出を受けた日の翌日から起算して7旦一 （特定日を除く。そ
の末日が休日に当たるときはその翌日以降の直近の開庁日） 以内又は反訳初稿の提出
堂堂丘迄_且皇塑起篁上ｴｰﾕｰ旦旦（ただし，その末日が特定日及び休日に当たるときは

その翌日以降の直近の開庁日）以内のいずれか早い日までに，受注者に通知する。
3業務実施庁は，前項の校正の結果，皮訳初稿の修正を要するときは，受注者に対し，
修正を求めることができる。

4受注者は，業務実施庁から前項による修正を求められた場合には，その修正を求め
られた日の翌日から起算して3日 （特定日を除く。その末日が休日に当たるときは，
その翌日以降の直近の開庁日）以内に，修正した上，修疋稿を業務実施庁に提出しな
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ければならない。

5．業務実施庁が行う修正稿.の校正に関しては， 2項の定めを準用する。この場合にお
いて， 「7日以内」 とあるのは「5日以内」と読み替えるものとずる・ ・
6業務実施庁は，相当と認めるときは，受注者と協議の上，前項の期間を短縮し， .又
は伸長することができる。

（校正の遅延）

第9条検査職員が，前条第2項及び第5項に定める期間を超えて結果の通知をした場合
には，第i条の(3)の納期は，その超えた日数相当分伸長されたものとみなす。
（業務の監督）

第10条発注者は，受注者の本業務の適正な履行を確保することを目的として，受注者
に対する必要な監督を行うため，業務実施庁の指定する職員（以下「監督職員」 とい
う。 ）をして，仕様書第5の1に定める業務管理者との間で，本業務に関する指示j承
諾，協議その他必要な行為を行わせることができるも
（検査及び引渡し）

へ

第11条検査職員がL第8条第2項又は第5項により 反訳初稿又は修正稿の修正を要し
したや

正稿は,反訳書として業務実施庁に引き渡されたものとする｡
(代金の支払）

、

第12条 の通知を評玲けた反訳害の謂f

を取りまとめた支払請求書を遅滞なく発注者に提出する｡、
2発注者は，前項の支払請求書を受理した日から起算して30日（以下「約定期間」と
いう。 ）以直L受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
（履行遅延による賠償）

第13条 間内に代

2延臺議壽鶚臺辮昊篝富iこよ’反訳書の引渡し繩延した場合にば｡発注
者に対し，遅延損害金を支払わなければならない。者に対し，

･3前二項の 湯令 ｳﾖ、 “した‐霧

麹三座｣2政慶望趣里室払遅延幽上笠』里盟立亙迭建(昭和24年法律第2･56号)第8条．
.第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務省告示
の施行日による。 ）の割合五,前項の場合においては提出が遅延した反訳書の代金に相
当する金額に対し，遅延日数に応じ年5. 0パーセントの割合で，それぞれ註算した額
．．＝ただし，その額に100円未満の端数がある場合は， これを切り捨て，その額
が10.O円未満である場合は，その支払を要しないものとする。
【参考】 ・

政府契約の支払遅延防止等に関まる法律

（支払遅延に対する遅延利息の額）

第8条1項国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、
約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当

・ 該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する
・ 率を乗じて計算した金額を下るものであってはならない。但し、その約
定の支払時期までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由に

一



因る場合は、特に定めない限り、当該事由の継続する期間は､･約定期間
に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（平成29年.3月3日財務省告示第53号）
年2． 7パーセント ．

（検査の遅延） ．

第14条瞳雌』Lその責めに帰すべき事由により第8条第2項又は第5項に定める
期間内に．． 掴員 に しなカコった幸

の期間を経過した日から校正結果を通知した日までの日對 .(検査の遅延が複数あるとき
は，最大の日数とする。

る｡この場合において,
以下「遅延期間」と･いう。 ）．

期間1 戸． 間6

、左ものとみなし;発注者は，その超える日数に応じ，前条第1項及び第3項に規定ずる

遅延損害金を受注者に支払うもの.とする。 ｛ ．
（危険負担等）

第15条本業務が完了する前に生じた損害は，莞注者又は業務実施庁の責めに帰すべき
事由による場合を除き，受注者の負担とずる・ 、

2天災その他の不可抗力により，本業務の履行が不能となった場合には，発注者又は受

注者は，相手方の同意を得て， ．この契約を無償で解除することができるものとし，既に

へ

要した費用にわいては，発注者及び受注者の各自の負担とする。

第16条～第3．0条省略
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本仕様書は，録音反訳業務を実施する高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所（以
下「業務実施庁」という。‘）が発注し，受注者が請け負う録音反訳業務（以下「本業務」という。 ）
の仕様を定めるものである。

なお,本業務の主な流れは別紙第1－1のとおりである。
記 ・

第1 総論 、

1 用語の定義

本仕様書において,次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。
（1） 「反訳対象等記録媒体」とは,本業務において業務実施庁が受注者に対し反訳を依頼する．、
際に交付するj反訳対象とする音声データ及び立会メモ等のデータを収録したCD-R及び
DVD-Rの記録媒体をいう。

(2) ． 「立会メモ等」とは,受注者が本業務を行うために必要な事項を記載した書面(立会メモ）
及び業務実施庁が反訳に必要があると判断した場合に受注者に交付する害証等の資料をい
う｡

（3） 「発注書」とは,裁判所名（業務実施庁名） ，事件番号,期日（日時) ，被尋問者氏名,
尋問時間及び発注区分が記載されたものをいう。

（4） 「反訳者」とは,､本業務において反訳作業を行う者をいう。
（5） 「事業所内反訳者」とは,反訳者のうち,本業務において,受注者の事業所内で反訳作業．

． 、 を行う者をいう。

（6） 「事業所外反訳者」とは,反訳者のうち, ,本業務において,受注者の事業所外で反訳作業
を行う者をいう。

（7） 「反訳用パソコン」とは，事業所内反訳者及び事業所外反訳者が反訳作業に用いるパソコ
ンをいう。

（8） 「納品用パソコン」とは，受注者が反訳初稿又は修正稿を電子メールに添付して業務実施
・庁に対して送信するために用いるパソコンをいう。
（9） 「予備用の納品用パソコン」とは,納品用パソコンが不具合等により使用できない場合に，
納品用パソコンに代えて反訳初稿又は修正稿を電子メールに添付して業務実施庁に対して
送信するために用いるパソコンをいう｡。 ．

側 「録音時間｣.とは，反訳対象等記録媒体に収録された反訳対象とする音声データ（事件番
号,､期日及び被尋問者で特定される1件ごと）の最初の質問の開始から最後の供述の終了ま
での合計録音時間（休憩時間,人定質問,偽証の制裁の告知等のほかi立会メモにおいて発
注外として特定した部分に係る時間を除く。 ）をいう。
伽 「反訳予定時間」とは,業務実施庁が受注者に本業務を依頼することを予定する反訳対象

・ の録音時間の予定をいう。 ．

．⑫． 「反訳データ」とは，反訳作業により作成され，文字化された電子データをいう。
側 「外付け記録媒体」とは，パソコンから取り外すことが可能な記録装置（外付けハードデ
ィスク） ，磁気テープ,磁気ディスク，光ディスク,USBメモリ及びSDカード等の外付
けの記録媒体をいう。

側 「反訳初稿」とは,.皮訳者が作成した反訳草稿について受注者の事業所内で縦を行った
上で浄書した反訳原稿であって，業務実施庁に最初に提出されるものをいう。
旧 「修正稿」とは，業務実施庁が反訳初稿の修正を求めた場合において，受注者が反訳初稿
を修正した上，浄書した反訳原稿をいう。

（16） 「反訳書」とは，逐語調書に利用できる品質及び規格を有する反訳初稿又はその修正稿を
、いう。

(11 「複製記録媒体」 とは;受注者が事業所外反訳者に反訳作業を行わせる場合においてp･反
訳対象等記録媒体に収録された音声データを複製し，保存した他の記録媒体をいう。

08） 「納期」とは,受注者が業務実施庁に対し,反訳書を提出すべき期限をいう。
(19 「休日」とは，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう｡、
例 「特定日」とは，平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間で休日が4日以
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上連続する場合における当該休日の謝間及び平成31年12月28日（土）から平成32年
1月5日 （日）までをいうb

例 「開庁日」とは，特定日及び休日以外の日をいう。
側 ｢開庁時間Iとは、開庁日の午前RB#RO会か鳥午携賃時孝下塾,15
IF

／~~､､

～ご

。

ｑ

～

2業務の内容

('）受注者は業務実施庁からの発注により特定される反訳対象等記録媒体に収録された音声デ
－夕について，反訳業務を請け負い，本仕様書の規定に従い，反訳書を作成し業務実施庁へ
引き渡す。

(2)受注者は,発注者及び業務実施庁に対し,本業務め完成義務を負い,発注者及び業務実施
庁は，受注者の業務遂行に必要な協力義務を負う。 ．

3契約期間納期及び納品場所

（1）契約期間平成31年4月1日 （月）から平成32年3月31日（火）まで
． (2)納 期反訳対象等記録媒体を受領した日の翌日から起算して27日以内（特定日を除

く。 ）とする。ただし，本業務の発注前に限り，業務実施庁と受注者との協議に
より納期を短縮し，又は伸長ずることができる｡

（3）納品場所業務実施庁が指定する場所

－3串



4契約金額等
(1

限るものとする。

アB区分基本料金の2． 2割増し
イC区分基本料金の3． 8割増し

ウD区分基本料金の6． 3割増し
(2) (1)にかかわらず,第3の4(2)の規定により提出期限を変更した場合には,基本料金に基づ
く料金とする。ただし，業務実施庁のパソコンの不具合又はネットワーク障害等により電子
メールに添付して送信することができないことを理由に変更した場合には, .(1)に規定する当
初の発注区分に応じた料金を加算する。 ‘ ．

(3)支払代金は,録音時間を月単位で第3の4(1)の区分ごとに集計し,それぞれの合計録音時
間に対して上記の料金を乗じた金額（1円未満の端数切捨）を合算し, ･その額に消費税及び
地方消費税（1円未満の端数切捨).を加算したものとする。 ．

(4)業務実施庁から受注者に対まる,反訳対象等記録媒体の送付に係る費用は業務実施庁の負
・担とし，受注者から業務実施庁に対する第3の3(4) (第4の2(1)により準用される場合を含
む。 ）に規定する方法で提出する場合に係る費用(CD-R等の記録媒体の餐用を含む。 ）
は受注者の負担とする。

〆へ

も

ー

第2反訳作業前の業務

1 事前連絡 ，

（1）反訳予定の連絡

砦竺期E

尋問者氏名及び反訳予定時間により反訳予定を,各月の前半分を当該月の前月の26日室で
，・ に公吏ヌ

たときは，業務実施庁は，受注者に対し，直ちに変更後の反訳予定を連絡するq
(2)発注区分の連絡
ア業務実施庁は, B区分を利用する場合は，受注者に対し, (1)の辰 予定の連絡を行う際

一
口』

－

栗一 瓦

這日 定時間〃

ヨの翌日から起顔
夕

α】

のIh

グ

2発注．

（1）発注書の送付．

業務実施庁は，受注者に対し， (2)の送付に先立って発注書を電子メールに添付して送信す
． ．る。 ‘ ･‘ ．

・ ただし,受注者又は業務実施庁のパソコンの不具合又はネットワーク障害等により，発注
書を電子メールに添付して送信することができないときは，業務実施庁と受注者との協議に
より， ､ファクシミリを使用する等して送付する。
(2)反訳対象等記録媒体の送付

・業務実施庁は,受注者に対し,発注書の送付後,速やかに,反訳対象等記録媒体を書留郵
便等（ただし,受取人の受領確認が必要な方法に限る。 ）又は直接手渡しによる方法で送付

、
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▲

する。

発注書及び反訴対象等記録媒体を受注者が受領した時点で発注が完了したものとする。た
‘ だじ, (3)による確認の結果,受領した反訳対象等記録媒体又は反訳対象等記録媒体に収録さ
．れた音声データ若しく･は立会メモに過不足や破損等の不備があって受注者が反訳作業を行え

． ない場合は，再度不備のないものを受領した時点で発注が完了したものとする。
（3）受領確認． ,

受注者は，反訳対象等記錘媒体を受領した際には，直ちに，反訳対象等記録媒体に収録さ
れた音声デ-夕及び立会メモを発注書の記載内容と対照確認し4 (2)の不備があって受注者が
反訳作業を行えない場合には，業務実施庁に対し，速やかに連絡しなければならない。
なお, ､開庁時間以外の時間帯並びに休日及び特定日に受領した場合には’翌日以降の直近
の開庁日において，開庁時間内に速やかに連絡すれば足りるが,受注者と業務実施症との間
で別に申合せを行った場合にはその申合せによる。 ． ．
（4）受領連絡．

・受注者は，業務実施庁に対し，反訳対象等記録媒体を受領し， (3)の受領確認を行:った結果，
不備がない場合は;各発注区分に応じて,以下の事項を直ちに業務実施庁から受信した発注書
を利用するなどして，あらかじめ業務実施庁が指定するメールア・ドレスに宛てて電子メールに

． より連絡しなければならない（電子メールに添付する書面については，業務実施庁の指定する
パスワー.ドを設定しなければならない。 ）。

ただし，受注者若しくは業務実施庁のパソコンの不具合又はネットワーク障害等により，電
子メールにより連絡することができないときは，業務実施庁と受注者との協謹により，ファク
シミリを使用する等して送付する｡

A区分． 、 受領日

.B区分 受領日，反訳初稿の送信予定日 ．．

C, ･D区分 受領日時,反訳初稿の送信予定日時

〆へ

『

第3 録音反訳業務

1反訳書の作成事務
ー

一
一
》

ア反訳すぺき範囲
尋問のl，

一

ク
ー

ｆ

劃 一

b具体的な反翫

一
一

たとき
剛
一
助

ｵ質尋問,異議申立て等に関する処理の記載方法
三体的な反訳方法に閲

〃署 って反訳

牛特有の 9用 Iz

の担当者にも確課α

2校正作業

受注者は,反訳初穂及び修正稿を業務実施庁に提出する前に,必ず,反訳者以外の者により ． 、
受注者の事業所内で校正を行わなければならない。この校正は，第5の2で選任された校正者
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が行う。

3反訳初稿の提出

(1)受注者は,業務実施庁に対し,反訳初稿(MicrosoftOfficeWord2013で読み取ることが
、 可能な形式で作成したもの）を，あらかじめ業務実施庁が指定するメールアドレスに宛てて，
電子メールに添付して送信する方法により提出するものとする。
なお，受注者は，反訳初稿を送信する前にメールアドレスに誤りがないことを確認しなけ
ればならない。

（2） (1)において反訳初稿を提出する場合には，受注者は，提出する反訳初稿が受注した反訳初
稿であること （業務実施庁，事件番号及び被尋問者に誤りがなし）こと）及び電子メールに添
・付するデータについてウイ.ルスチェックを行い,ウイルスに感染していないことを確認の上，
業務実施庁の指定するパスワードを設定した上，第5･の6により届け出た納品用パソコンの

． メールアドレスから送信しなければならない。
ヅ

また，提出する反訳初稿の事件番号,期日，被尋問者氏名，尋問時間及び発注区分を記載
した別紙第1－3の． 「納品書」を作成し，業務実施庁の指定するパスワードを設定じた上，
反訳初稿を送信する電子メールに添付しなければならない。
(3)反訳初稿を電子メールに添付して送信するときには, 、メールの件名並びに反訳初稿及び納（

竪
一 次の ,司り』

額面、

(4 ワーク庫‘‐

繼務実施庁）

より，反訳初稀

隼者との協議に

より， (2)の方法で業務実施庁の指定するパスワードを設定した反訳初稿を受注者が用意した
CD-R等の記録媒体に保存して，書留郵便等（ただし，受取人の受領確認が必要な方法に
限る。 ）又は直接手渡し（ただし，業務実施庁が指定する方法でその授受を明らかにする。 ）
による方法で提出する。

4反訳初稿の提出期限 ．
（1）提出期限

受注者は，第2の2の発注が完了した.日又は時から，以下の発注区分に応じて，反訳初稿一
を提出しなければならない。

なお，業務実施庁が,反訳初稿が添付された電子メールを受信した時点（受信メールに表
示される電子メール受信日時を基準とする。 ）で提出を受けたものとする。 ・
アA区分

イ

日か特定日及びE

ナ ）の翌日か仁

の翌日以降の直折α

互竺
・イB区分

莞汪か一Iした日の翌E

反訳初稿を作成し，実竹
3日 哩定日及び休日を除く

の面i斤の開庁日の午前10鴎

ウc区分
院
一 2目を言む

ヨの午前10時首の零

血

グ
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不口を

ヨの午前10．1

レノ些吋〃己と

実作業時暗

重旦一

(2)提出期限の変更 ・

災害その他やむを得ない理由により，定められた期限までに反訳初稿を提出することがで
きない場合は,業務実施庁と受注者との協議により， (1)の期限を変更することができる。
この場合には，業務実施庁と受注者との協議により,第1の3(2)の納期を伸長することが
できる。

‐

第4業務実施庁による校正及び修正を要する場合の取扱い

1校正結果の連絡

》
》
》

註
一
士
預

通
則
一
零戸

栗一 認

ー

2修正稿の提出等
1）修正稿等の提出に関しては第3の3の定めを準用 この場合において，メールの件る。

日及び修正福α

ア メール件窄

r ファイル名

業務実施庁か
溝いて 「ワ目

火のl」内の例に

う修正画p
六I 上湯ス〃

3修正稿の提出期限
つれた揚芒

司瓶徒RIP
0

の列 以隆

ー

第5受注者の受注態勢

1． 業務管理者の選任

（1）受注者は，本業務の適正な履行のため，受注者の常勤の使用人の中がら，業務管理者を選
任し, ､次の任に当たらせるものとする。

ア反訳者及び校正者に対する労務管理及び作業上の指揮監督
イ本業務の履行に関する業務実施庁との連絡調整
ウ反訳対象等記録媒体の受領
エ反訳対象等記録媒体の廃棄及び廃棄報告

・ オ反訳書等の提出管理

力反訳者及び校正者に対する信用秩序の保持

キ本業務の処理に関する業務実施庁との協議

（2）受注者は，発注者及び業務実施庁に対し，選任した業務管理者の氏名，連絡先その他発注
者又は業務実施庁が定める必要な事項を別紙第1－4の「業務管理者届出書」により, ･発注
者が指定する期限までに届け出なければならない｡業務管理者が交代した場合も同様とする。
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2校正者の選任

受注者は，反訳者が作成した反訳草稿について受注者の事業所内において校正を行うため，
受注者の使用人の中から，校正者を選任し，これを受注者の事業所内に置くものとするb
なお，校正者は業務管理者を兼ねることができる。 ．

3本業務を行う場所

('）受注者ほ,本業務に係る作業を受鶴の事業所内で行わなければならない‘
（2） (1)にかかわらず，次の要件を満たす場合には，受注者は，反訳作業を，受注者の事業所外
で行うことができる。

ア受注者及び事業所外反訳者は，別紙第1－5の「事業所外反訳態勢」に記載した事項を
遵守すること。

● 。 ■

イ事業所外反訳者は，別紙第1－6の誓約書を受注者に提出すること。
、ウ事業所外反訳者は,録音反訳業務を行うに当たり知り得た情報を第三者に漏らしたり，
録音反訳作業の履行目的以外に使用しないこと｡ ・
エ事業所外反訳者は,､受注者との関係力糎用，業務委託又は請負の別を問わず，受注者以
外から録音反訳に関する業務を取り扱い，又は受託じないこと。
．オ事業所外反訳者は，受注者との関係が雇用，業務委託又は請負の別を問わ領反訳作業
を他の者に委託しないこと｡‘ ・

力受注者は,イの誓約書の提出後速やかに事業所外反訳者の作業場所の訪問調査を行い，
本仕様書記載の事項が遵守されていることを確認してその結果を別紙第1－7の．｢訪問調
査結果報告書」に記載すること。

(3)受注者は，受注者の事業所内又は事業所外を問おず；事前に発注者の承諾を得た上で，反
訳作業を行う作業場所を定めなければならない。また, ･作業場所を廃止するときにはその旨
．を発注者に届け出なければならない。

ア承諾申請は，別紙第1－8の「録音反訳業務における作業場所等承諾申請」を用いて行
い，その際には,.(2)イの誓約書の写しと(2)力の「訪問調査結果報告書」を発注者に提出し
なければならない。

イ提出にあたっては，いずれも書面で1部提出するほか， 「録音反訳業務における作業場
所等承諾申請」 （別紙第1－8）及び「訪問鯛査結果報告書」 （別紙第1－7）について
は，書面に加えデータも提出しなければならない。 ．
なお，業務開始に当たり最初に提出するものについては，発注者の指定する日までに提
出しなければならない。

(4)受注者は， (2)力の訪問調査から6か月経過後1か月以内に，再度，事業所外反訳者の作業
場所の訪問調査を行い，本仕様書記載の事項が遵守されていることを確認し，その結果を記
載した｢訪問調査結果報告書｣ ．捌紙第1－7.）を調査後3週間以内に,発注者に対して，
書面1部及びそのデータを提出しなければならな航。

(5)業務実施庁は，特に秘密性の高い音声データの反訳の発注に際しで，本業務に関する受注
者の作業場所を業務実施庁の施設内に指定することができるものとする。
(6)業務実施庁は， (5)により受注者が作業を行うために必要な施設を受注者に提供する。 ． ．

へ

』

、

ヴ

-8－



6「受注者は，反訳用パソコ‘ン及び納品用パソコンにログインパスワードを設定し， これを適
正に管理しなければならない。

5反訳用パソコンの届出

（1）受注者は,発注者に対し,本業務に関する契約締結後速やかに,.反訳用パソコンのメーカ
ー名，機種，型式，シリアルナンバー（又は製造番号） ， コンピュータ名，オペレーティン
グシステム名及びウイルス対策ソフトウェア名を，発注者が指定する提出期限までに別紙第
1－9の「反訳用パソコシ届出書」により届け出なければならなﾙ､。契約期間中に反訳用パ
ソコンを変更した場合も同様とする。

（2）受注者は反訳用パソコンと･して届け出たパソコ.ン以外で反訳作業を行ってはならない。

〆一、 6納品用パソコンの届出

（1）受注者は，発注者及び業務実施庁に対'し，本業務に関する契約締結後速やかに（遅くとも
・ 契約締結後最初の反訳初稿提出までに） ，納品用パソコンのメーカー名；機種･型式,、シリ
アルナンバー（又は製造番号） ， コンピュータ宅，オペレーティングシステム名， ウイルス・
対策ソフトウェア名及びメールアドレスを別紙第1-10の「納品用パソコン届出書」によ
り届け出なければならない（電子メール，ファクシミリ又は適宜の方法による。 ） 。契約期
間中に納品用パソコンを変更した場合も同様とする。

（2）受注者賦')により届け出た納品用パソコン以外で反訳初稿又は修正稿を送信してはならな
い｡ただし,納品用パソコンの不具合等により納品用パソコンでの送信ができない場合には，
．､事前に業務実施庁に連絡の上,別紙第i-10により届け出た予備用の納品用パソコンによ
り反訳初稿又は修正稿の送信をすることができる。

なお，予備用の納品用パソコンを使用する場合， 4の納品用パソコンに関する規定を適用．
する。

7秘密の保持並びに秘密の保持に関する報告及び検査

（1）受注者は，本業務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らし，又は本業務の履行以外の目的
に使用してはならない。

（2）受注者は，本業務の履行にあたっては， 4及び第6に定められた方法に従い，秘密の保持
を徹底しなけれぽならない。

（3）受注者は，発注者及び業務実施庁が保有する個人情報を含む秘密が漏えいするなどの事故
が発生した場合又は漏えいするおそれがあると認められる場合には‘その原因にかかわらず，
直ちにその内容を発注者及び業務実施庁に報告しなければならない。
（4）発注者は，受注者が(1)から(3)に反した場合又は反するおそれがあると認めた場合には，受
注者に対しュその履行状況を報告させ又は受注者の事業所内において履行状況を検査するこ

：とができる。 ．

（5）受注者は本契約終了後においても，本契約期間内に履行した業務については(1)から(3)の責
任を負うものとする。

『

ー

第6・反訳対象等記録媒体並びに立会メモ等及び反訳データの取扱い

1 管理 。

（1）受注者は；反訳対象等記録媒体及び印刷した立会メモ等を，反訳作業に利用するとき以外
は，受注者の事業所内で施錠可能な保管庫等に保管し，厳重に管理しなければならない。
ただし，保管中の反訳対象等記録媒体及び立会メモ等について，反訳作業の着手に遺漏の

－9ざ
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ないように留意しなければならない。 ．

(2)受注者は，反訳対象等記録媒体に収録された音声データ及び立会メモ等を, 2の場合を除
いて複製，印刷又は複写してはなら旗い、

(3)反訳者は,反訳用パｿｺﾝの内蔵ﾊｰドデｨｽｸに反訳デｰﾀを保存してはならない。
(4)反訳者が，反訳データを外付け記録媒体に保存する場合には，受注者は反訳者に対し，当
該反訳デｰﾀにパスワードを設定させなければならない｡また,受注者は反訳者に対し，当
該外付け記録媒体を反訳用パソコン以外のパソコンで使用させてはならない。 ．
(5)受注者は，事業所内反訳者をして，反訳データを受注者の事業所内に設置したサーバに保
存させる場合には，同サーバにファイアウオール， ウイルス対策ソク、トウェア，侵入検知シ
ステム等の機能を複合的に組み合わせたり,ユーザーIDを塞業所内反訳者各人に割り当て
てパスワードを設定したり, ･フォルダへのアクセス権限の設定をしたりして，同サーバを適
正に管理し，同サーバの情報への不正アクセスや情報の紛失,破壊，改ざん，漏えい等が行
われないようにしなければならない‐ 0

2複製，印刷，複写

事業所内反訳者に反訳作業を行わせる場合には』受注者は，事業所内反訳者に対し，反訳対
象等記録媒体に収録された音声データ及び立会メモ等データを，反訳用パソコンの内蔵バード
デイスクに複製させることができる（ただし,原則として事業所内反訳者1人につき1台のパ
ソコンに限る。 ）ほか，立会メモ等データを，事業所内反訳者の人数分を限度として印刷又は

〆一己&

印刷したものを複写してこれを1人につき1部ずつ交付し,反訳作業を行
なおj

|,反訳反訳用パソコンをインターをインターネット環境
・に接続するやむを得ない事由がある場合は，内蔵ハードディスクから複製した音声データ及び
立会メモ等を消去しなければならない。

、

3､廃棄等

（1）受注者は，業務実施庁に提出した反訳初稿又は修正稿について，業務実施庁から修正を要
しない旨の連絡を受けたときは，反訳用パソコンの内蔵ハードディス女に保存した音声デー
タ及び立会メモ等データ（外付け記録媒体及び受注者の事業所内に設置されたサーバ内に保

・ 存された反訳データを含む｡ ）を消去しなければならない。また，印刷又は複写した立会メ
モ等及び確認や校正のために印刷した反訳原稿を細断機等でその内容が判読できない程度に
細断した上，廃棄しなければならない。

’
(2 ） 匿瞬霧認■

’
ー

(3 ） ‘受注者は，反訳初稿又は修正稿を電子メールに添付する方法により納品し，業務実施庁か

ら反訳初稿又は修正稿を受領した旨の連絡を受けたときは，速やかに，送信メールをメール
ボッ･クスから削除しなければならない。 ． ．

(4)受注者は,第4の1(1) (第4の2(2)により準用される場合を含む｡ ）により修正を要しな
い旨の通知を受けた場合には，通知を受けた日の翌日から起算し日 pIL－Y生】 垂 て5日以内にー

’ I

(5)受注者は，発注者に対して， 3か月に1度， (4)の規定により反訳対象等記録媒体を廃棄し
た旨，別紙第1－11の「廃棄報告書」を電子メールに添付して送信又は郵便等で送付する
方法で，速やかに提出することにより報告しなければならない。

第7その他 ・

1 下請けの制限

（1）受注者は，本業務を第三者に委託し，又は請け負わせではならない。ただし，受注者の

－10‐



I

事業所内における校正の対象となる反訳草稿の作成作業に限り，あらかじめ発注者の承諾
を得た第三者に委託し，又は請け負わせることができる。また，第三者に委託し，又は請
け負わせることにつき，発注者の承諾を受けた場合にぼ,受注者は‘当該第三者に対し,、
本仕様書に記載された事項を遵守する義務を負わせなければならない。
(2) (1)の承諾申請は，別紙第1－8 「録音反訳業務における作業場所等承諾申請」を発注者
に提出して行う。

なお，提出にあたっては，書面1部及びそのデータを提出しなければな．らない｡.また，
同承諾申請を年度当初に行う場合には，第5の3(3)の作業場所の串請と同時に行わなけれ
ばならない。

2業務実施状況の報告

発注者は，本業務の適正な履行を確保ずることを目的として，
状況等について調査し，又は報告を求めることができる。

受注者に対し，業務の履行

※別紙1－3から1-10添付省略

へ

0

ー

I
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(別紙第1-1） 藍注ズ 反＝

-業務実施庁．
■、

反訳予定の連絡(識）

A区分 B区分

｜ ｜●

0ーｰ■■｡■ｰーーー･■ｰーーー~一ーｰ－－－－一－一－~ー－－‐･■ー･■ー‐ーーーー－－－
早

l･発注書の送付(電子ﾒｰﾙによる〉 ．

C区分 D区分

》
０
１
０
０
０
●

I･反訳対象等紀録媒体を受注者に交付(書留郵便等による送低手渡し） ､

‐‐‐

零塞灘諺 篭譲診 垂篝議識
又訳対家等記録媒体を受領(発注の完

｡届銀霊作厨

48時間

鍵が完了した時フ
ト8時間｡特定日汲
味日審舎ｵ》へ）

ハ
』

、‐

反訳初積提出期限

反訳初穂提出期限

業務実施庁興駅初摘■覇

メール誤信

堂翻した日の埋日Z

内又は,反駅初諏
Iの宙謂の閥日1

垂界して7日【拘定E

讃した日から起算L
mI.､ず鉤弥且1.,目

。
■
５
９

／
・
も

（修正を要する旨の連絡）
汝

(修正を要しない旨の連絡）

毒蕊轄珍 蝋罫
グ
ーーー■■－－－－－ｰー■■■■一一一一■■■■●■ー一－一－－~

’ ･修正を求められた日の翌日から謡算して3日1
I (特定日を除く.その末日が休日に当たるときは,I
,'1その翌日以降の直遁の開庁日)以内に提出 I
:-3------_____________________，
●

8

凸

(注4）

業務実施庁
・修正稿を受領.速やかに校正

･修正稿を受領した日の竪日から起算して5日(特定日を除く．
その末日が休日に当たるときは,その翌日以降の直近の開庁
日)以内又は修正稿を受侭した日から起算して10日(ただし，
その末日が特定日及び休日に当たるときは.その翌日以降の
直近の開庁日)以内のいずれか早い日までに.修正を要する
・か否かを連絡

(注1）

･反駅予定の連絡には.B区分の連絡も含む。
(注2）

･ﾒｰﾙ送信できない塙合は,書留郵便等で送付する。
(注3） ‘

･災害その他やむを得ない場合には‘菜務実施庁と受注者とで
協艤

し提出期限を変更できる。
(注4）

･納期は‘原則として,反訳対象等配録媒体を受領した日の
翌日から起算して27日以内(特定日を除く｡）

(修正を要しない旨の連絡）
6

＜蕊瀧診
･検査に合格

■
ａ

’ (注4）

反訳害引渡完了 ’

反訳書引渡完了



(別紙第1－2）

反訳処理作業の指針

ザ

1反訳書を作成するに当たっての注意事項について

（1）反訳書の作成に当たっては，原則として，録音内容を音声どおりに文字化す

る。複数の問答を－つにま｡とめたり, ･同趣旨の別の言い回しに置き換えたりば

しない。

（2）尋問者の特定，提示書証の特定，専門用語.･固有名詞の文字の当てはめ等に

ついては，録音内容のほか，立会メモ等の資料を参考にして記載する。

（3）入力作業終了後,.･再度録音内容と入力内容とを照合し，誤字，脱字，聞き間

違い等があれば訂正する。

（4）聴取不龍部分については，赤字で「. 【聴取不能】 」と記載した上，当該箇所

に網掛けをするなどして，一見して当該箇所が明らかになるようにする。

（5）業務実施庁に対する連絡事項（留意点・気付き等) ｶﾐある場合には，適宜の
方法で通知する。

2様式について 。

（1）書式は,A4判横書きとし, 1ページの行数は26行，行内文字数は37*

とする（別紙第i－2－’参照） 。 ． ：

(2). ､尋問者の尋問の冒頭に尋問者名を表記する。以下，尋問者が替わる度に，そ

の尋問の冒頭に,尋問者名を表記する。

(3) 問答2段方式に表記し,問いと答えは明瞭に区別する〈別紙第1－2－2参
・照） 。

（4）反訳書面の各ページの下方中央部にページ数を付す。

3表記について

（1） 漢字の使用法・

漢字は,原則として，常用漢字表に従って用いる。当該反訳書においては，

戸

『
h

、‐

し

－1－



『

や

表記の仕方を統一する。

(2)送り仮名の付け方

送り仮名の付け方は，原則として， 「送り仮名の付け方（昭和48年内閣告

示第2号). 」の本則及び例外による。当該反訳書においては，表記の仕方を統

一する。

(3)句読点の用い方

尋問，供述等の文の切れ目には句点を，語句の切れ目には読点を打つ。句点

は「。 」 （まる）を，読点は「， 」 （コンマ）を用い， 「、 」 （てん）は用い

ない。

(4)数字の書き方

ア・数字は，次に掲げるような場合を除き，アラビア数字を用いる。

〆へ

1

固有名詞

町．名

〔例〕 四国 ・九州 二重橋

〔例〕 霞が関一丁目 大手町三丁目

（注） 「霞が関1丁目」 ， ． 「大手町3丁目」 という

ようにアラビア数字を用いて表記してもよい。

街区符号又は住居番号は,原則どおり； 「’

番34号｣・ というようにアラビア数字を用いて

表記する。

〔例〕 霞が関一丁目1番4号・

大手町3丁目．1番34号

〔例〕 ． ･二，三日 四，五人 数十日 千五，六

． 百人 ．

〔例〕 一般 一部分 二束三文 五十音順

一休み ・二言目 一人息子 一間（ひと

ま） 三月（みつき）

ﾆごとに「， 」 （コンマ）で区切る。ただし，万以上の

1

～

概数

熟
塞
叩

イ大きな数は， 三けたごとに
〃

－2－
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@

数字には単位（方，億，兆等）を記載･してもよい。その場合「， 」 （コン

マ）を省略することも差し支えない。

年号j･事件番号は，区切りや単位を付けない。

〔例〕 5， 678

62， 250円

25億4680万7531円

2001年

平成12年ワ第12345号

ウ ．小数の単位（小数点）を示すには， 「. ．」 （ピリオド）を用い， 「・」 （

中点一なかてん）は用いない。 ，

〔例〕 0． 123

／~~、

＊漢字，送り仮名等の表記の方法の詳細は， 「用字用語新表記辞典（第一

法規）』 ， 「公用文用字用語の要点（新日本法規） 」 ， 「新明解国語辞典

（三省堂） 」等の参考書を参照されたい。

。

4 内容について
、
｝

0

(1)原告(検察官)､又は被告‘(弁護人)の尋問者が2人以上の場合は,録音内容

. ･立会メモ等を基に，括弧内に尋問者の姓を表記する方法で特定する。

8

〔処 理 例〕

原告代理人（甲野） ．

〔具 体. 、例〕

･原告代理人

－3－



〃
0

8

(2)尋問の進行上発せられた手続的な会話部分は，省略する。

〔具 体 例〕 〔処 理 例〕

･裁判官
一 検察官

それでは，検察官から尋問をど 証人は, ､そこに座っている被告

人を知っていますか。 ．

、 はい，知っています。

うぞ。
〆

検察官

私からお間きしまずそれでは

けれども，裁判官の方に向かつ

・簡潔に答えてください証

人は；そこに座っている被告人

を知っていますかb

はい，知っています。

9

』

＊ 「原告代理人の○○です。まず，私からお聞きしますが・ ・ ・」 ，
呈

で尋問を終わります。 」等も同様に省略するも

｢これ

ゞ

(3)．証拠書類等を提示した場合の表記は，定型文とする。

】

「

－4－



Ｉ

〔具 体 例〕 〔処 理、 例〕

･被告代理人 被告代理人

乙第3号証（陳述書）を示す

． 、 これは，あな．たが書いたもので

すね。

述書を示しますが，これは，あ

なたが書いたものですね。 ．

｡

･弁護人 弁護人

検証調書添付写真6を示す

ここに写っている人物に見覚え

がありますか。 ．

／一

潟 、､ｲ寸

ある写真を示します ここに写

っている人物に見覚えがありま

すか。 ．

. （甲）証拠番号2 （実況見分調書）を

示す

●

証拠番号2の実況見分調書を示
0

します。

1

＊証拠書類等の標題については，録音内容，立会メモ等で明示することを要

する旨の記載がなければ，表記しなくてよい。

、ｰ

(4)専門用語, ,固有名詞等の文字についての説明部分は表記しない｡．

－5－



〔具 体 例〕 〔処 ，理 例〕

証人の職業は何ですか。 証人の職業は何ですか。

畜犬業です。

●

チクケン業です｡

壷

0

書きますか聖
〃

家畜の畜に，犬と書きま

動ﾆｰ
／－，
~

、

その人の名前は御存じでずか。

甲野キヨとです。

その人の名前は御存じですか。

甲野清です。

●

一
・
一

なお，専門用語，固有名詞等の表記が資料によっても不明の場合にはj当＊

該部分については片仮名で表記する。ただし，当該部分について， 「空白の

ままとする」 ， 「鉛筆書きにする」等の記載のある場合はそれによる。
h

ー

、

、

(5) ，発言者の口癖,発言中の無意味語等については，省略する。

－6－



〔具 体 例〕 〔処． 理 例〕

証人が，初めて被告に会ったの

はいつですかd ･ ･ ･

。 皇＝,平成5年です。

何月頃でしたか。

え＝,6月頃だったと思

います。 ．

証人が，初めて被告に会ったのは

いつですか。

．平成5年です。 ，‘

何月頃でしたか。

6月頃だったと思います。

●

ー

"〆－、

＊． 同様の趣旨で発せら・れる「やはり｣ , ･｢やっぱり」 j ･ 「ちょっと」 ， 「あ

の－」 ， 「まあ」等についても省略する。

＊単なる相づち（， 「ああ，そう。 」等）についても同様に省略する。 ，

(6) 発言者自身が，言い誤り，表現のまずさ，表現の不足などに気付き； より適

切な表現をした場合には，前の部分を省略する。
イ9

〔具： 体 例〕 〔処 理 例〕
I

ー

あなたは，原告会社に，いや,
■

被告会社に行ったのはいつです

あなたは，被告会社に行ったの
丹

はいつですか。

●

か。

建物の名義は，建物の所有名義 建物の所有名義は，誰になって

いましたか。

●

は，誰になっていましたか。
｡

－7－



(7)．同一の語句や同趣旨の言葉が単純に繰り返された場合には,‘次のとおり表記

する。

〔具 体 例〕 〔処 理 例〕､

‐

帳簿は, ･誰につけてもらいました

′か。

． これは，計理士さんにづ

・ けてもらっておりました。

何という名前ですか。

甲野太郎さんです。 、

甲野太郎さんという計理士につ

帳簿は,誰につけてもらいました

か。

●

・・ ・これは，計理士さんにつ

けてもらってお･りました。

何という名前ですか。

甲野太郎さんです。

一

けてもらったんですね。

そ,うです。
0

や

１
８

(8)ー般的に，倒置的な表現は，整理して表記まる。ただし，倒置に特に意味が

あると思われる場合は，そのまま表記するb

～

.○整理して表記すべき事例

一

0

－8－



〔具 体． 例〕 〔処 理 例〕

原告に最初に会ったのは，いつ

ですか。

原告に最初に会ったのは，いつ

ですか。

平成7年8月9日です。

●

8月9日，平成7．年の で

す。

証人は！そのとき，その場にい

たのではありませんか。

証人は，そのとき，その場にい

たのではありませんが。

●

へ

いいえ， いませんでしたと いいえ，私はいませんで

私は． した。
、

○そのまま表記すべき事例（意味を強調している場合）
＝

〔具 体 例〕

： i
■

､

一

証人は，そのとき，その場にい

たのではありませんか。

。 いいえ，いませんでした，

絶対に私だけは。 ．

●

●

(9) 明確な会話文は， 「‐ 」で表記する。

9

－9－
●



〔具 体 、例〕 〔処 理 例〕

彼は, ･そのとき，今，企 彼は，そのとき； 「今，

かばんに1億円入ってい

る。すぐ契約したい。 .」

･と言っていました。

●

すぐ契約したいと言って

いました。

′･~～

⑩発言者が次の語句を考えたり，言いよどんだりして，語句と語句との間に空

白の時間が生じた場合には，次のとおり表記する。

● 、

〔具 体 例〕 〔処 理 例〕

それは，いつのことですか。

‘ そうですね型間）あれは

平成元年の（間）はっき

り､しません。 ．

それは，いつのことですか。

そうですね． ・ ・・あれは

． ．平成元年の・ ・ ・はっき

りしません。

●

■ 凸一

そのとき，その場には誰がいた

んですか｡．

そのとき，その場には誰がいた、

んですか。

●

（答がない。） ● ● ● ● ●

｡

どうなんですか。

よく分かりません。

どうなんですか。
e

よく分かりません。
0

‐●

、

伽方言については，原則として,音声どおりに文字化する。

－10－



⑫地域の違いなどで標準的な発音と異なる発音（なまり）と明確に判断できる

ものについては，立会メモ等において特に記載がない限り，標準的な発音に置

き換えて表記する。なまりか方言か紛らわしい場合は，方言の例による。

、

〔具 体 例〕 ､〔処 理． 例〕

0

あなたの職業は何ですか。 ･あなたの職業は何ですか。

質屋です。 ． ．

●

ー、

0

ひちやです。

誰が購入したのですか。 誰が購入したのですか。

・私です。 ．

●

わだ士です。

●

⑬肯定文の語尾を高く発音すること等により疑問文としている場合には，適宜

言葉を補足したり疑問符を付すなどして， 当該部分を疑問形に直す。

1
、ー

〔具体 例〕 〔処． 理 ・例〕

場証人は，そのにいなかった。 証人は，その場にいなかったの

ですか。
や

●

8

p

，

本当にいなかった？本当にいなかった。●

側その他

ア録音内容,立会メモ等において;反訳方法に関する指示や記載がある部分

『

1

－11－



、

については，それに従って反訳する。 、

イ尋問，供述等が要領を得なかつだりするなどして, j

場合には，原則に戻って，録音内容どおりに反訳する。

反訳処理の仕方に迷う

●1

＆

『

－も
ﾀ

Ｉ

●●

号0

b

● ●

1
，－

、

I

～

Q

伊

、

全

、

▲も で

－12－



(別紙第1－2－1）

書式設定

■ 9

、

用紙A4単票・縦方向

文字サイズ12ポイント

字数37字

行数26行

皿
皿
皿
・
皿

５
７
０
０

３
２
３
２

ン
・
ジ
端
端
．
端
端

↑
上
下
左
右

ー

ダ

Ｉ

0

4

『

､一
~

喝

I

‐

』

？

申

P

● 争

0



、

(別紙第1－2－2）

反訳書の記載例（民事）

【用紙】A4単票・縦方向

園【印字枠】

d■

予弟2汚証（履囲

この履歴籍
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■
Ｏ
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Ｂ
０
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■
、
●
Ｌ
『
す
０
０
０
０
●
０
■
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
且
０
０
０
８
０
０
０
０
●
Ｃ
６
０
０
８
Ｄ
０
０
８
０
Ｅ
８
０
０
■
８
■
０
０
０
８
０
０
日
Ｄ
Ｏ
Ｏ
０
８
０
０
０
Ｂ
８
０

●

〃の茜

園

I

刀履書の業名署一

〃

礼は いう磯塞

襲…の，
凡呼》のでしよ,

難鰯
蕪:駕匡

萱を

も

､

園
(注

反読書の記載例及び印字例を示したものであり， ,文字サイズは便宜上9ポイントを使用している。



､

反訳書の記載例捌事ソ

【用紙】A4単票・縦方向

園【印字枠】

露
し
勤
務
睡
勤
』
に禦八研

王に克育い剤の鑑定をして
れま

拠番

の鑑

f~､
, 、

』」瞳

』

、

園

一
、

く

園
注

、

反訳書の記載例及び印字例を示したものであり， ､文字サイズは便宜上9ポイントを使用している。
●


